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   （社）日本バス協会会長 殿 

 

 

 

国土交通省自動車交通局安全政策課長 

 

 

国 土 交 通 省 自 動 車 交 通 局 旅 客 課 長 

 

 

バスジャック対策の再徹底について 

 

 

 昨日（７月１６日）、東名高速道路上り線を走行中の高速バスがバスジャックされる事

件が発生しました。バスジャック対策については、平成１２年７月１７日に（社）日本バス

協会が策定した「バスジャック統一対応マニュアル」の周知を図ってきたほか、テロ対

策としても繰り返し周知を図ってきたところですが、今般の事件の発生を機に、あらた

めて下記の対策について点検・確認等を行い、対応に万全を期するよう傘下会員事

業者等に対して再徹底をお願いします。 

 

記 

 

１．「バスジャック統一対応マニュアル」に基づくバスジャック発生時の被害車両におけ

る乗務員の対応、事業者における連絡・報告体制等について、乗務員を含む全社

員に再徹底するとともに、再度訓練を実施すること。また、防犯灯等の緊急連絡装

置が装備されている場合には、その作動について点検を実施すること。 

 

２．走行中のバスについて、車外から何らかの異常が見受けられた際には警察に通報

すること等、一般国民に対してもバスジャック事件の早期解決に向けた理解と協力

を求めること。 

 

３．関係機関と連携し、有効な事前情報の把握に努めるとともに、必要に応じ、主要バ

ス乗降場に警戒要員を派遣して不審者に対する警戒を行うこと。また、不審者の発

見について、旅客に対し車内放送等により協力を要請すること。 
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高速ツアーバス連絡協議会（仮称）設立準備事務局 御中 

 

 

 

国土交通省自動車交通局安全政策課長 

 

 

国 土 交 通 省 自 動 車 交 通 局 旅 客 課 長 

 

 

 

バスジャック対策の周知徹底について 

 

 

 昨日（７月１６日）、東名高速道路上り線を走行中の高速バスがバスジャックされる事

件が発生しました。バスジャック対策については、テロ対策との関連で周知を図ってき

たところですが、今般の事件を機に、下記の対策について点検・確認等を行い、対応

に万全を期するよう入会予定者及び入会予定者が委託するバス事業者に対して周知

徹底をお願いします。 

 

記 

 

１．バスジャック発生時の被害車両における乗務員の対応、事業者における連絡・報

告体制等を早急に構築又は確認し、乗務員を含む全社員に周知徹底するとともに、

訓練を実施すること。また、防犯灯等の緊急連絡装置が装備されている場合には、

その作動について点検を実施すること。 

 

２．走行中のバスについて、車外から何らかの異常が見受けられた際には警察に通報

すること等、一般国民に対してもバスジャック事件の早期解決に向けた理解と協力

を求めること。 

 

３．関係機関と連携し、有効な事前情報の把握に努めるとともに、必要に応じ、主要バ

ス乗降場に警戒要員を派遣して不審者に対する警戒を行うこと。また、不審者の発

見について、旅客に対し車内放送等により協力を要請すること。 
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平 成 ２０年 ７月 １７日 

 

 

日本バスターミナル協会会長 殿 

 

 

 

国土交通省自動車交通局総務課企画室長 

 

 

国土交通省自動車交通局安全政策課長 

 

 

 

バスジャック対策の周知徹底について 

 

 

 昨日（７月１６日）、東名高速道路上り線を走行中の高速バスがバスジャックされる事

件が発生しました。バスジャック対策については、テロ対策との関連で周知を図ってき

たところですが、今般の事件を機に、下記の対策について対応に万全を期するよう傘

下事業者等に対して周知徹底をお願いします。 

 

記 

 

１．バスジャックの防止及び早期解決に向けて、「年末年始の輸送等に関する安全総

点検実施計画」に基づく警戒体制及び通報・連絡・指示体制について、全社員に

周知徹底するとともに、訓練を実施すること。また、監視カメラの設置・作動状況等

の確認を行うこと。 

 

２．関係機関と連携し、有効な事前情報の把握に努めるとともに、必要に応じ、バスタ

ーミナルに警戒要員を派遣して不審者に対する警戒を行うこと。また、不審者の発

見について、施設利用者に対し構内放送等により協力を要請すること。 

 

 

 
 


